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長泉町コミュニティ施設整備事業等補助金交付要綱（取扱い基準）R8.4.1～ 

補助の対象 
取 決 め 等 

事業の区分 経費の区分 

1.区公民館施設整備事業 

⑴新築・増築 新築、増築、既存施設の改築 

⑵改 修 

① 内外装等の改修 

【補助対象】 

内部改修工事、外壁塗装、防錆塗装、防水工事、 

ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張替、給排水工事、白蟻予防 等 

【補助対象外】 

外構工事、電球・蛍光灯等の消耗品類の交換、 

公民館の改修のうち、管理人のみ(管理人室等)が 

使用する場所の改修工事 等 

② 消防設備の改善 

【補助対象】 

非常灯改修、防炎（難燃性）カーテン設置 

③ ユニバーサルデザインへの対応 

【補助対象】 

手摺設置、スロープ設置、開き戸から引き戸への 

改修、和式便器から洋式便器への改修、車椅子対応

トイレへの改修、室内の段差解消 

④ 耐震補強 

【補助対象】 

耐震補強工事のみ（耐震診断に基づき補強する工事

に限る。） 

【補助対象外】 

 耐震診断、耐震補強計画 

⑶敷 地 区公民館用地の購入 

2.区放送施設整備事業 

⑴新築・改修 

区放送設備の新設、改修 

【補助対象】 

放送柱、ｽﾋﾟｰｶｰ、配線、アンプの設置・改修 等 

【補助対象外】 

メガホン、簡易（携帯用）放送設備 

⑵放送柱の移設を伴

う改修 

地主などの第３者から急遽放送柱の移設を要請され

た場合など、あらかじめ放送柱の移設を想定することが

困難な場合に限り、事業費の10分の10以内で50万円

を限度として補助 

【必要書類】 

 地主からの要請書や土地登記簿謄本等、その事実を

客観的に証明できる書類 

【⑴新築・改修の補助対象となる事業】 

計画的に放送柱を移設する場合は、「⑴新築・改修」

の対象事業とし、事業費５万円以上のものに２分の１以

内の補助 
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3.複写機購入事業 ⑴新設・買替 

複写機（コピー機）の購入は、区公民館１箇所につき 

１台、各区２台までを補助対象 

【補助対象】 

 複写機（コピー機）本体の購入 

【補助対象外】 

複写機（コピー機）のリース契約 

4.公共用電話架設事業 ⑴新 設 固定電話設置 

5.テレビ整備事業 ⑴新設・買替 

テレビの購入は、区公民館１箇所につき１台、各区２台 

までを補助対象 

【補助対象】 

テレビ本体の購入のみ 

【補助対象外】 

テレビラック、アンテナ工事、配線工事 

6.映像再生装置整備事業 ⑴新設・買替 

映像再生装置（ﾋﾞﾃﾞｵ、DVD、ﾌﾞﾙｰﾚｲ、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ）の

購入は、区公民館１箇所につき１台、各区２台までを補

助対象 

【補助対象】 

 映像再生装置(DVDﾌﾟﾚｰﾔｰ等)の購入のみ 

7.エアコン整備事業 ⑴新設・買替・修繕 
【補助対象】 

公民館に設置するエアコン 

8.パソコン等整備事業 ⑴新設・買替 

【補助対象】 

パソコン、ディスプレイの購入 

※パソコン購入時のみプリンター購入も補助対象 

※区公民館等における通信ネットワーク整備にかかる 

費用も補助対象（ただし通信料は含まない） 

【補助対象外】 

パソコンラック、パソコン用ソフト、ケーブル類 

9.屋外掲示板整備事業 ⑴新設・買替 
【補助対象】 

屋外に設置する掲示板の整備 

※3,5,6,7,8 の買替は５年以上のものとし、9 の買替は 10 年以上のものとする。 


